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登校許可書（学校感染症） 

 こちらの書類は、下記の感染症に罹患した保護者の方が記入し、お子さんの病状が回復して登校するときに 

担任へ提出してください。 

 

1．当てはまる病名に〇をつけてください。（インフルエンザについては、型も分かればご記入ください。） 

〇印 病名 出席停止期間 

 新型コロナウイルス感染症 発症日を０日として発症した後５日を経過し、かつ、解熱し

た後２日を経過するまで 

 インフルエンザ（     型） 発症日を０日として発症した後５日を経過し、かつ、症状が

軽快した後１日を経過するまで 

 百日咳 特有の咳が消失するまで、又は 5 日間の適正な抗菌性物質

製剤による治療が終了するまで 

 麻しん（はしか） 解熱した後 3 日を経過するまで 

 流行性耳下腺炎（おたふくかぜ） 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後 5 日を経過

し、かつ、全身状態が良好になるまで 

 風しん 発疹が消失するまで 

 水痘（水ぼうそう） 全ての発疹が痂皮化するまで  

 咽頭結膜熱（プール熱） 主症状が消退した後 2 日を経過するまで 

 流行性角結膜炎 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがない

と認めるまで 

 

 

※その他の感染症については、出席停止扱いにならない感染

症もあるため、保健室までお問い合わせください。 

 急性出血性結膜炎 

 腸管出血性大腸菌 

 結核 

 ※その他の感染症 

（               ） 

 

１．受診した医療機関名 

          

２．発症日           

        年   月   日   発症 

 

３．医師により登校が許可された日           

        年   月   日より登校可 

 

 

 

 

 

※病院の証明は必要ありません。保護者の方の自筆で上記の証明をお願いします。 

上記の通り診断を受け、治癒しましたので登校しても差し支えないことを届け出ます。 

    年     組      児  童  名 

 

                 保 護 者 名                    

（ 印 ） 



 

 

インフルエンザついて 

出席停止期間は、「熱などの症状が出た日の翌日から５日を経過するまで」と「熱が下がった日の翌日 

から２日を経過するまで」です。両方の基準が揃えば登校ができます。 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症について 

出席停止期間は、「熱などの症状が出た日の翌日から５日を経過するまで」と「症状が改善した日の翌日

から 1日を経過するまで」です。両方の基準が揃えば登校ができます。 

いずれの場合でも 10日目までは、可能な限りマスクの着用にご協力ください。 

 

 

発症した日 

(0 日目) 
1日目 2日目 3日目 4日目 ５日目 6日目 7日目 8日目 9日目 

    

 

   

登校 

可能 

 

すぐに熱が下がっても、５日間は

出席停止です。必ず５日間は 

お休みしてください。 

      

 

 

 登校 

可能 

発症後、５日間休んで 

いても、登校できるの

は解熱した日の翌日か

ら２日経過後です。 

      

 

 

 

 

 

 登校 

可能 

 

 

発症した日 

(0 日目) 1日目 2日目 3日目 4日目 ５日目 6日目 ７日目 8日目 9日目 10日目 

  

 

 

    登校 

可能 
 

すぐに熱が下がっても、５日間は出席 

停止です。 

必ず５日間はお休みしてください。 

       

 

 

登校 

可能 

発症後、５日間休んでいて

も、登校できるのは、解熱

した日の翌日から１日後で

す。 

解熱 

解熱 

解熱 

解熱 

解熱 


